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１　

３
月
22
日
、
熱
気
あ
ふ
れ
る
院
内

　
　

集
会
を
開
催

　　

３
月
22
日
、
超
党
派
の
有
志
議
員
の
呼
び
か
け
に

よ
る
「
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト
国
賠
訴
訟　

映
画
と
早
期

解
決
を
求
め
る
院
内
集
会
」
が
、
１
６
０
名
の
参
加

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
、
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト

訴
訟
の
闘
い
を
描
い
た
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
映
画
も
上
映

さ
れ
、
全
員
で
「
２
陣
高
裁
判
決
を
機
に
、
泉
南
ア

ス
ベ
ス
ト
被
害
の
早
期
全
面
解
決
を
求
め
る
ア
ピ
ー

ル
」
を
採
択
し
ま
し
た
（
裏
面
に
全
文
を
掲
載
）。

２　

早
期
解
決
へ
向
け
て
、
国
会
議
員

　
　

の
皆
さ
ん
か
ら
激
励
の
ご
挨
拶

　

院
内
集
会
に
は
、
自
民
、
公
明
、
民
主
、
維
新
、

み
ん
な
、
共
産
な
ど
の
国
会
議
員
や
秘
書
の
皆
さ
ん

が
多
数
参
加
さ
れ
、「
２
陣
高
裁
判
決
を
機
に
今
度

こ
そ
解
決
に
尽
力
し
た
い
」
な
ど
の
激
励
が
相
次
ぎ

ま
し
た
。
以
下
に
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

○
佐
田
玄
一
郎
衆
議
院
議
員
（
自
民
党
）　

い
の
ち

や
健
康
よ
り
産
業
発
展
が
優
先
す
る
と
し
た
１
陣
高

裁
判
決
は
本
当
に
酷
い
不
当
判
決
。
２
陣
高
裁
は
必

ず
勝
利
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
問
題
は
与

党
も
野
党
も
あ
り
ま
せ
ん
。
早
期
解
決
の
た
め
、
団

結
し
て
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

○
谷
博
之
参
議
院
議
員
（
民
主
党
）　

民
主
党
政
権

時
代
、
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト
問
題
の
早
期
解
決
を
訴
え

た
が
力
が
及
び
ま
せ
ん
で
し
た
。
石
綿
被
害
に
つ
い

て
の
国
の
責
任
は
重
い
。
こ
れ
か
ら
の
闘
い
を
通
じ

て
、
１
日
も
早
い
解
決
の
た
め
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に

頑
張
り
ま
す
。

○
丸
山
穂
高
衆
議
院
議
員
（
日
本
維
新
の
会
）　

地

元
泉
州
の
問
題
。
一
進
一
退
で
す
が
、
世
論
を
通
じ

て
解
決
の
形
が
出
来
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
以
上
、
原

告
が
亡
く
な
る
前
に
、
早
期
解
決
が
で
き
る
よ
う
全

力
で
頑
張
り
ま
す
。

○
川
田
龍
平
参
議
院
議
員
（
み
ん
な
の
党
）　

泉
南

の
皆
さ
ん
と
は
長
い
お
つ
き
合
い
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
間
に
亡
く
な
ら
れ
た
原
告
の
方
が
９
名
。

い
の
ち
と
健
康
を
大
切
に
す
る
政
治
の
役
割
を
き
ち

ん
と
果
た
し
て
い
き
た
い
。

○
田
村
智
子
衆
議
院
議
員
（
日
本
共
産
党
）　

映
画

を
観
て
、
原
告
の
「
長
い
裁
判
に
な
っ
た
な
ぁ
」
と

い
う
言
葉
が
胸
に
突
き
刺
さ
り
ま
し
た
。
被
害
者
に

こ
う
い
う
言
葉
を
言
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

頑
張
り
ま
し
ょ
う
。

３　

２
陣
高
裁
、
年
内
に
は
判
決
の
見

　
　

込
み

　

２
陣
高
裁
は
、
５
月
１
５
日
に
証
人
尋
問
が
行
わ

れ
、
早
期
結
審
、
判
決
に
向
け
て
動
き
出
し
て
い
ま

す
。
早
け
れ
ば
今
秋
、
遅
く
と
も
年
内
の
判
決
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、
２
陣
高
裁
に
お
い
て
、

い
の
ち
や
健
康
が
何
よ
り
も
尊
重
さ
れ
る
「
正
義
の

証
」、
被
害
者
が
救
済
さ
れ
る
判
決
を
何
と
し
て
も

勝
ち
取
る
決
意
で
す
。

　

そ
し
て
、
国
会
議
員
の
皆
さ
ん
に
は
、
来
る
２
陣

高
裁
判
決
を
機
に
、
政
治
の
力
に
よ
る
１
日
も
早
い

解
決
へ
向
け
て
、
一
層
の
ご
尽
力
を
お
願
い
致
し
ま

す
。

「
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト
国
賠
訴
訟

　

  

映
画
と
早
期
解
決
を
求
め
る
院
内
集
会
」
を
開
催
！

160 人が参加した「映画と早期解決を求める院内集会」（3月 22日）



２陣高裁判決を機に、

泉南アスベスト被害の早期全面解決を求めるアピール

　泉南地域は、１００年に亘る石綿紡織業の集積地でした。戦前は軍需のために、戦後は産業

発展のために石綿紡織品の生産を一手に担ってきました。その陰で、早くから深刻な石綿被害

が発生しました。泉南アスベスト被害は、わが国の経済成長を下支えする中で発生した石綿被

害です。

　平成１８年５月、国の責任を問う裁判を提起してから、今年で８年目を迎えます。この間に

９名の原告が亡くなりました。

　激しさを増す咳と痰、呼吸困難。酸素チューブにつながれた不自由な生活は、家族を巻き込み、

平穏な生活を破壊します。仕事を失い、生き甲斐を奪われ、最後には生命をも奪われます。私

たちは、今、日々の病苦、そして、死の恐怖と闘いながら、国と闘っています。

　司法は、すでに国の責任を２度にわたって明らかにしました。まもなく、大阪高裁が３度目

の原告勝利の判決を下すことを、私たちは確信しています。国は、石綿被害の実態を知りながら、

有効な規制や対策を怠りました。その責任が３度に亘って糾弾されながら、救済を先延ばしに

することは許されません。

　「命あるうちに解決を」は、私たちの譲ることができない切実な願いです。これ以上、解決を

見ず、無念のうちに亡くなる原告が増えるのは耐えられません。

　国は、来る２陣高裁判決を機に、解決へ向けて、私たち原告団との話し合いのテーブルに着

いて下さい。そして、政治の力で、１日も早く、泉南アスベスト問題を解決することを求めます。

平成２５年３月２２日

大阪・泉南アスベスト国家賠償請求訴訟原告団・弁護団

泉南アスベスト国賠訴訟の早期解決を求める院内集会参加者一同


